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要 旨

本論はわが国企業の米国型企業モデルへの体制シフトの是非に関しBarnard理論（補論参照）

をベースに検討したものである。米国型企業モデルには市場主義や株主主権の原理が内在しこのモ

デルの有する問題点も少なくない。市場主義による過度の格差拡大には対応措置が必要となるこ

と、米国型企業モデルとCSRとの両立は本質的に困難なこと、企業倫理やガバナンスを国際的な

統一基準で規定するのは無意味なことなどを論証する。市場参加者の増加や有効な市場競争促進の

ためには市場のルールや規制の強化ないし改革とそのための第三者的な市場の監視機構が必要にな

ることも論ずる。欧米と異なる文化的・民族的・宗教的環境にあることを無視してわが国の企業が

米国型企業モデルへの拙速な変革を図ることの危険性についても論及した。

〔キーワード〕 市場主義、米国型企業モデル、旧日本型企業モデル、農耕民族と狩猟民族、キリス

ト教文化圏

１．はじめに

20世紀末から今日に至る世界の経済体制の動

きを見ると、de facto Standardとしての米国

型企業モデルが日本や西欧・東欧、さらには表

向き社会主義体制をとっている中国なども含め

グローバリーに普及してきている。それは株主

主権と市場主義に伴う競争原理が随所に組み込

まれたエネルギー多消費型 ・高成長指向の企

業体制である。

A.スミスは各人が自己の利益を最大化する

ような行動をとれば、結果的に社会全体の利益

や効率化に繫がっていくとした上で、そのイン

フラとして「市場」の果たす重要性を説いた。

市場参加者は国家政府の介入を排除した形での

競争原理を取り入れながら市場という場で取引

を行うことによって適正な価格での取引が可能

となり、結果的にはそれが国家･社会の発展に

繫がっていくというものである。現実を見ても

先進諸国はもとより、BRICsのような後発経

済国などの急速な経済成長の陰には市場機能の

有効な活用があったといえる。

1989年のベルリンの壁崩壊に象徴される東西

冷戦の終焉は米国の軍事産業に従事していた有
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（１）総務省統計局（2007）によると、2003年の石

油換算１人当たり最終エネルギー消費量は日本

3653kg、英国3849kg、ドイツ3879kg,フランス

4129kg、ロシア4336kg、中国796kg、インド324

kgなどに対し、米国は7532kgと断突に多く、

高成長指向の米国型企業モデルにはエネルギー

多消費性が組み込まれていることがみてとれる。



能なロケット技術者を民間にシフトさせ、これ

が高度通信技術を普及させる一助となったが、

1991年以降の米国は巧みな金融政策と IT産業

の隆盛を牽引役として同国史上最長の10年にわ

たる景気拡大期に当たっていた。これとは対照

的にこの期のわが国はバブル経済の崩壊期に当

たり、銀行では不良債権が累増し大企業も含め

多くの企業が破綻するなど、長期不況の中で日

本の企業や国民は大きく自信を喪失した時期で

あった。それだけに世界に拡がりを見せていた

米国型企業モデルを受け入れることはわが国に

とって極めて容易なことであった。こうした動

きはわが国の法制度にも波及し大陸法から英米

法的な体系へのシフトを一段と促進する契機と

なった。

しかし、一方で国民や企業の中に、所得格差

の拡大や弱肉強食社会への不安、株主重視と従

業員軽視、雇用への不安、人間関係の悪化、競

争社会への反発、日本の伝統文化･道徳の破壊、

利己主義、拝金主義などが生み出されていっ

た。

そこで本論ではわが国の企業体制の変化とそ

の社会や人間との関係をBarnard（1936）の

組織論を軸に据えながら学際的な視点から分析

し、今後のわが国企業のあるべき姿を探ってみ

ることとした。

２．市場主義に対する批判と格差の発生

市場経済体制に対する批判として、市場機能

は人々や企業間の競争を激化させ貧富や企業業

績の格差拡大を加速化し、やがて人間関係の悪

化や社会不安、さらには人間性軽視をもたらす

といった問題点があげられている。因みに、わ

が国国民の可処分所得の格差の変化をジニ係数

の推移（図表１）で見てみると、70年代から90

年代前半にかけて格差はいったん縮小したが90

年代後半以降再び拡大の勢いを増していること

がわかる。

市場とは二者以上の者がそれぞれの有する異

質の権利の交換レート（価格）をオークション

という競争形態で調整していく場である。市場

で競争が行われるということは同一質の権利の

交換レートに格差を付けるということである。

つまり、競争は格差を生み出すための手段であ

り、最終的には所得格差にも繫がっていく。格

差の生まれない競争は競争ではなくなる。した

がって、格差の発生を百パーセント否定するの

であれば、市場経済体制そのものを根本から否

定しなければならなくなる。

社会主義経済体制が破綻した究極の理由は競

争の欠如にあった。格差を作らないということ

は人間の経済活動上の大きなインセンティブを

欠落させることを意味する。人間社会の中にあ

る階級や格差の消滅を狙ったはずの社会主義体

制はその中に命取りとなる要因を内包していた

ことになる。問題はどの程度の格差までが許容

範囲となるかである。国民の厚生に大きな支障

をきたさない範囲で競争心をあおる最適な格差

を発生させることが大切なのでありその実現を

図るツールをデザインすることが経済政策の課

題なのである。

具体的には競争へのアクセルだけではなく適

切なブレーキの機構を市場の中に組み込むこと

が必要となる。これは格差が一定の範囲内に収

まるような市場規制のルールを設計することな

のであるが、このルールを設計する当事者が市

場参加者自身では利害が対立してまとまらなく

なる可能性がある。こうなると、市場参加者か

ら中立な専門家による第三者機関が市場参加者

の意見を聞きながら市場ルールを設計していく

しかなくなる。そして、市場が機能し始めた後

はその動きを観察しながら市場ルールの修正・

調整や監視機能を当該機関が行うことが肝要と
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なろう。さらに、市場取引の結果出来た格差を

最終的に適正な幅まで縮小するという最終調整

のためには税制や社会保障制度などの機能の活

用も別途必要となる。

図表１では税負担や社会保険純負担が可処分

所得格差に対し縮小効果を持っている事実がジ

ニ係数を要因分解した寄与度で示されている。

これを見た場合、90年代後半以降の社会保険純

負担の可処分取得格差縮小への寄与度が高まっ

てきている一方で、税負担寄与度は小幅化して

きている（つまり課税による所得の再分配効果

が薄れてきている）点には留意すべきであり、

今後の税制改革によって格差が拡大しないよう

に配慮する必要があることを示唆するものであ

る。

３．Freer Market,More Rules

全ての取引を規制緩和の名の下に民間の自由

な市場に委ねれば競争原理を通じて経済はうま

く運営されていくという認識に対する反論も少

なくない。規制を緩和し自由化をすれば逆に独

占力を強くし競争を排除する状態が生まれてく

るとする見方である。Vogel（1997) は

“Freer Market,More Rules”（「市場が自由化

されればされるほど規制を多くすべきである」）

と主張している。

また、企業は株主の利益だけを重視すべきな

のか利害関係者全般の利益を重視するべきなの

かに関しての議論も出てくる。米国型企業モデ

ルでは株主利益重視の姿勢がとられているが、

これはこれまでの日本企業の従業員重視の企業

体制とは基本的に異なった立場である。株主重

視･従業員軽視が日本の社会風土に合わない中
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（２）Vogelは、米国人の立場から日本が米国型企

業モデルに拙速にシフトしていることに警告を

発しつつ、規制緩和ではなく規制改革というプ

ロセスこそ日本に適した方法だと述べている。

図表１ 勤労者世帯可処分所得のジニ係数の推移とその要因分解

寄 与 度

(注３)

ジニ

係数

定期収入・

臨時収入･

賞与

配偶者の

収入

税負担 社会保険

純負担

(注１)

その他

(注２)

1955年 0.251 0.240 0.006 ▲0.052 ▲0.004 0.061

60年 0.264 0.273 0.008 ▲0.031 ▲0.006 0.020

65年 0.184 0.163 0.015 ▲0.026 ▲0.006 0.038

66～70年 0.178 0.154 0.018 ▲0.023 ▲0.007 0.036

71～75年 0.172 0.144 0.024 ▲0.021 ▲0.007 0.032

76～80年 0.171 0.149 0.029 ▲0.027 ▲0.009 0.029

81～85年 0.172 0.159 0.033 ▲0.039 ▲0.011 0.030

86～90年 0.178 0.170 0.036 ▲0.042 ▲0.011 0.025

91～95年 0.173 0.164 0.039 ▲0.038 ▲0.014 0.022

96～00年 0.178 0.172 0.044 ▲0.035 ▲0.020 0.017

01～05年 0.186 0.181 0.047 ▲0.031 ▲0.024 0.013

2006年 0.191 0.194 0.042 ▲0.033 ▲0.028 0.016

原資料は総務省「家計調査」データ

（注１) 社会保険料から社会保障給付を差引いた額

（注２) 「その他」の中には「他の世帯員の収入」「家賃・内職収入」「財産収入」などを含む。

（注３) 年次に期間記号（～）のあるものは年平均の計数

（資料) 計表の計数は内閣府（2007b）での計算結果を加工して作成
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で従業員をはじめとする利害関係者重視の旧日

本型企業モデルの機軸を破壊することは日本社

会そのものの崩壊に繫がる可能性もある。大陸

ヨーロッパでのＥＵ経済統合には米国型の株主

資本主義体制への反発による欧州型利害関係者

資本主義体制擁護論があった。

市場体制を米国型にシフトさせても企業体制

全般にわたり米国型に変える必要まではないと

いうのが筆者の基本的考え方である。市場は企

業の中に内部化されているのではなく企業の外

部組織なのであるから企業組織に独自の特性を

織り込んでいってもグローバル基準の米国型の

市場運営は有効に機能するはずだからである。

人間の合理性は限定された範囲だけに適用で

きるものだという考え方（限定合理性）を提示

したSimon（1996）は、市場を組織相互間を

繫ぐツールと捉えているが、バーナード的に

は、市場というツールそのものにも組織属性が

あるとみることは可能である。当該市場への参

加者は、①共通の市場取引目的、②市場目的へ

の貢献意欲、③市場関係者相互間の情報交換と

いう公式組織成立の３要件を有しているからで

ある。取引当事者相互間の情報の開示、説明や

それらの透明性の確保は③の機能の一部である

が、一般に市場も組織だという認識が薄いため

にこの公式組織の３要件が一部ないし全て欠落

したまま市場運営がなされていることがある。

これが市場内でのフリクションや不正行為に繫

がり、市場の上部組織である社会へ害悪をもた

らす要因となる。

また、市場参加者から独立した市場の調整・

監視機能を担う第三者機関が必要となることは

前述の通りであるが、この機関の存在が市場運

営を疎害することもないはずである。これはバ

ーナード理論からも裏付けられる。すなわち、

バーナード理論を掘り下げていくと、「無関心

圏（zone of indifference）」（補論参照）を超え

るような市場監視機関による市場への過度の権

限行使は市場参加者の市場からの退出を促進す

るという考え方が含まれていることがわかる。

監視機関が越権的リーダーシップを市場で発動

したような場合には市場参加者がそれを拒否す

る形で市場から脱退し始めてやがて市場自体が

自然に消滅してしまうという考え方である。し

たがって、市場に第三者的な調整・監視機関を

置いてもそのことで市場での適正な自由度まで

は疎外されないということになる。

各種組織は複雑な位置付けを持っており組織

の上部や下部あるいは外部に別の組織が重なっ

たり分離したりしながら存在している。市場は

国家や国家間に内包された下部組織であると同

時に当該市場参加企業の外部組織でもある。し

たがって、市場組織を規定する力学は市場に参

加する独立した個別企業のガバナンスではなく

国家や国家間のガバナンス力学に依存している

ことになる。つまり、米国型を基準とした市場

のグローバル化が進行しているからといって企

業として百パーセントコピーの米国型企業体制

を敷く必要性があることにはならないというこ

とである。取引内容や取引先企業･取引先国家

に応じた配慮をしながらも米国型企業モデルに

こだわることなく臨機応変に対応できる弾力的

な企業の組織設計をそれぞれの企業が行っても

米国型企業を軸としたグローバリズムへの対応

は可能なのである。

４．わが国の企業体制の根底にあるもの

ここで、旧来のわが国の企業体制を底支えし

てきた背後にある要因は何だったのかについて

改めて欧米との比 をしてみたい。次の５点を

その要因としてあげることができよう。

①欧米の国家的基盤を作った民族の多くが欧州

大陸を資源確保のための競争をしながら大移
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動する狩猟･遊牧民族としての特性を有して

いた一方、アジア民族であり島国に居住する

日本民族は一定の土地に縛られた農耕民族と

して周囲と協力し合いながら日々の食料を生

産し生き延びていくという宿命にあった。こ

のため、日本民族は競争よりも共存共栄を指

向する傾向を強く持っていた。

②この結果、他人との差異が目立たず競争的･

対立的ではないファジーな意思決定が好ま

れ、二分法的思考は忌避されることが多かっ

た。また、政府機関も企業組織の上部組織と

して企業組織相互間の調整や統制を図る機能

に重点が置かれ事前的･予防的な形での企業

への介入が多くなった。

③日本人にはモノや金銭などに対するこだわり

や「欲」を見せることは「恥じ」だという意

識が根強くその分を精神世界の充足に振り向

ける風潮が強かった。

④日本企業には個々人の個性的な価値の重みよ

りも組織内での融和を重んじる傾向が強かっ

た。

⑤欧米の文化・経済体制に対する劣等感とその

裏側にあるキャッチアップ･キープアップへ

の日本人の意識が明治維新以来今日まで続い

てきた。

特に、①で示した特性は②から⑤までの特性

を規定するものであり、欧米と日本社会とを峻

別する構造的差異でもある。②で指摘したこと

は人間の行動とその責任関係を明確にすること

であり責任の所在をはっきりさせるという欧米

のドライな契約型社会とは相容れない面があ

る。③の日本人の特性は、対象によっては金銭

的尺度での価値評価を忌避したり、他人や組織

のために犠牲になることを美学として捉えてい

る面にもみられる。④については自然を崇拝し

ながら人間はそこにひれ伏しながら生きていく

という東洋的な思想がその根底にある。人間を

全ての自然界の上位に置き限りなく神に近い存

在であると捉える欧米キリスト教圏での思想と

は相反する考え方である。

そして、⑤の劣等意識は欧米の方が文化や文

明の面では上位、世界の中の田舎者としての日

本人という意識が長くあったことによるもので

ある。経済面でも欧米、特に戦後においては米

国にキャッチアップ・キープアップすることが

常に念頭からはなれず、いったん上位にランク

されてもそこから少しでも遅れれば再び世界の

田舎物に逆戻りしてしまうという強迫観念の下

で長い間を過ごしてきた。この結果として、エ

ネルギー多消費型の経済成長至上主義への絶対

的な信仰を持つようになり、そのために必ずし

も必要とされないものまで生産し過剰な商品群

とゴミ問題を引き起こしているともいえる。現

在、政府はこれからは高度成長の時代ではない

と宣言しつつも高度成長を求めた体制作りをし

ている。

ただ、国民個々人の関心は既に80年代後半以

降「物質的な豊かさ」から「心の豊かさ」に移

ってきており（図表２）、政府の経済政策の基

本方針とは乖離していることには留意する必要

があり、この点からも米国型企業理念は日本国

民の生活意識とは合致しなくなっていることが

明確となる。

５．企業倫理と民族性・宗教性

各国の企業体制のあり方に関しては経済理論

体系の中の検証だけではなく、その外にある民

族性や宗教性などの環境要因を加味した検討が

大切になる。他国では有効な体制であってもそ

れがそのまま当該国で有効だという保証はどこ

にもなく時には不幸をもたらすことすらある。

わが国の明治以降の近代的な経済体制確立への

プロセスは一面ではわが国の国民的劣等感の裏
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返しであり、日清戦争から第二次世界大戦に至

る諸外国との間の一連の戦争も欧米経済社会へ

のキャッチアップ・キープアップのプロセスの

中で必然的に生じてきた国家組織内の軋みや摩

擦であったという捉え方もできる。それだけ

に、今後は同じ不幸が繰り返されないようにし

ていくことが大切となる。

日本社会での人間関係は農耕民族として毎年

同じ土地を周囲の人達と協力しあいながら耕し

ていく中で育まれていった歴史的賜物なのであ

り、そこでは共存共栄のための協力が絶対的必

要条件であった。また、それを維持していく上

で国家政府も共同体組織の最上層機構としての

指令を発することで国内にある組織間のバラン

スや統制を図っていく必要があった。これは、

確固とした国家が成立するまでの間、独自の工

夫・競争をしながら資源を求めて大陸を転々と

大移動していた欧州の民族とは大きく異なって

いるし、浅い歴史の中で世界の各種民族が混在

し独自の理念の下で自由に活動してきた米国人

とも違う。

日本の共同体には暗黙の了解があり、形にし

て明示しなくてもわかりあえる部分が多く、あ

えて明示しないことの方が人間関係の安定維持

のために良い面もあった。こうした日本人の民

族性からみると、これまでの日本では企業内で

改めて企業倫理綱領のようなものを作らなくて

も自主的な倫理チェックは機能していたとみる

こともできる。欧米、特に米国には存在しない

「許し合いの世界 」を日本人の民族性は遠い

先祖から引き継いできたが、僅か十数年間の間

でこれが否定されつつあるとの見方もあるが、

長い間に培われていった民族性の視点からみて

米国型企業モデルそのままの形では日本人の文
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図表２ 心の豊かさ・物の豊かさ

（備考）１．内閣府「国民生活に関する世論調査」により作成。

２． 今後の生活において、物の豊かさか心の豊かさに関して、次のような２つの考え方のうち、あなたの考え方に近い

のはどちらでしょうか。ア物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をする

ことに重きをおきたい、イまだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」との問に対する回答者

の割合。

３． 物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」は

「心の豊かさ」とし、「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」は「物の豊かさ」とする。

また、「どちらともいえない」は「一概にいえない」とする。

（出所) 内閣府（2007b）第２図
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化に馴染めないことは現時点でも明確であろ

う。したがって、米国の企業で行っているから

という理由だけで日本企業も同じような企業倫

理綱領を作ろうとすることには疑念が生じる。

日本が神道を軸にした仏教圏にある一方で、

欧米先進国の多くはキリスト教文化圏にあ

る 。キリスト教では人は他の生命体の上にあ

る神に近い存在であり自然界を含めたこの地球

上を支配する権利を与えられているという人間

観と、善悪・白黒・勝ち負けをはっきりと峻別

する傾向がある。

一方、仏教をはじめ、インドや中国の哲学で

は人間を人間以外の生命体と同列に列し、ファ

ジーで中庸な世界にこそその本質があるとみ

る。善の中に悪が、悪の中に善が隠れ、白の中

に黒が、黒の中に白がそれぞれ内在し、勝ちの

中に負けが、負けの中に勝ちが含まれていると

いった、単線的でない複合的・異次元的捉え方

である。仏教経済学を唱えたSchumacher

（1973）は全ての人間が最高技術を使う必要は

なくその国家の実情と自然環境、および人間の

和や雇用を保持できる範囲で最高と最低の中間

にある適当な技術を使うべきだという「中間技

術論」を展開した。このように、仏教経済学で

は成長論も含め人間と自然界とのバランスを重

視し「中庸」という視点を強調している。前述

した市場経済体制の中での格差論についても仏

教経済学的視点からは極端に走ることのない中

間的で適度な範囲内での格差の必要性が指摘可

能となろう。

６．米国型と旧日本型の企業モデル

ここで、グローバル経済体制が進展する中

で、そのde facto Standardとしての米国型企

業モデルが旧日本型企業モデルとどのように異

なっているかを整理・検証しておくことは日本

企業のモデルシフトの状態をみる上で有効だと

思われる。むろん、両モデルを全ての面で画一

的に二分化することに難はあるが、あえて二分

法的手法で切り分けてみたのが図表３である。

旧日本型モデルでは利害関係者中心の共存共

栄の思想が企業体制の中に組み込まれていた

上、大陸法体系によって国家政府が民間経済運

営の大筋を決める形で上から関与し国民や企業

は安心感のある就業や企業運営を一定の制約の

下で行ってきた。政府は経済体制に問題が起こ

れば時には業界に代わって釈明し、当該業界全

体の利益を均等化することに懸命になっていた

体制だったと集約することができる。その結果

として、旧体制下では政府のチェックも事前チ

ェック的色彩が強かった。これとは対照的に米

国型企業モデルでは政府の規制や事前チェック

は極力排除され民間主導の競争的な市場経済で

の自己責任取引を標榜し政府の関与も事後チェ

ックの形となる。強い企業はますます強く、弱
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（３）会田（1976）は、四方海で囲まれた日本人は

温室育ちで水と安全は無料だと思っているとし、

欧米の国民のように常に危機に接してきた民族

とは違う環境にあったとしている。また、日本

人は水入らずの仲間だけで交際しているが、こ

れは自分達が欠陥面でつながっていることが多

いためで、それは楽しいということよりも安心

して裸で付き合えることを意味するとも述べて

いる。これは時として保護されることを権利と

して要求するほか、許し合いの側面も持ち、悪

くすると馴れ合いの世界を作る一方、欧米のキ

リスト教世界の中のピューリタニズムにおいて

「悪は絶対許してはならない」という厳しく単純

な倫理観とは相容れないものがあると指摘する。

（４）CIA“The World Factbook”によれば、国民

の宗教割合について、日本人は仏教84％、キリ

スト教0.7％であるのに対し、米国はプロテスタ

ント52％、カトリック24％、モルモン教２％で

これだけのキリスト教で78％を占めている。こ

のほか、英国ではキリスト教は72％、フランス

ではカトリック88％、プロテスタント２％、ド

イツではプロテスタント34％、カトリック34％

となっている（翻訳資料は木本書店 2007>）。
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い企業は当然のこととして淘汰されていくモラ

ルハザードの発生を徹底的に排除した余裕

（slack）を許さない厳しい体制であるともいえ

る。

バーナード的には、米国型企業モデルでは国

家組織や地球組織に対する組織構成員の帰属意

識が効率性や合理性のみによって左右される傾

向が強いとみることもできる。その結果として

効率的で合理的な行動によるのであれば自己の

みのために飽くなき利益の追求をすることも善

であるとする思想が一人歩きし始め、それが企

業倫理にも影響を与えることになる。株主に対

して高利潤がもたらされることであれば、それ

が結果として従業員の良好な人間関係や組織へ

の貢献意欲、さらにはコミュニケーションを破

壊しても否としない思考法である。組織の三要

素の一つでも否定されれば正常な組織機能は存

立し得ず組織構成員の居場所もなくなってく

る。それが企業内の不正や犯罪、さらには実践

上の企業倫理の荒廃や社会犯罪の多発となって

現れてくるが、米国型企業モデルではそうした

ことへの配慮は少ない。

企業は人間の為に存在するものであり、人間

が企業のために存在するのではないという認識

は米国型企業モデルの中には殆どない。企業の

オーナーである株主の利益のために企業がある

とすれば、株主の利益のためには従業員の雇用

を機械的に切り捨てることも辞さない。米国型

企業モデルにも企業は一定の社会的責任

（CSR）を果たすべきだという主張は並存して

いるが、これは企業が社会的責任を果たそうと

明示することによって株価が上がるという株主

主権の動機付けの中にその根拠を見い出すこと

ができる。

―31―

図表３ 旧日本型と米国型の企業モデル比較

旧日本型企業モデル（戦後から

1980年代頃まで）

米国型企業モデル

企業体制の基本形 従業員重視の利害関係者資本主義 株主資本主義

他企業との関係 緩い競争関係下での共栄共存 排他的な強い競争関係

政府との関係 政府による保護主義的・事前規制

（大きな政府）

民間主導型（小さな政府）・事後

チェック

企業統治法令の考え方 大陸法体系重視の下での英米法融

合

英米法的統治

経営戦略の策定 中・長期的 短期的

人の採用 コネ重視 公募重視

労使関係 協調的（企業別組合） 契約的・対立的（産業別組合）

給与体系 年功序列型 業績重視の能力型給与

雇用形態 終身雇用（安定型） 契約重視型、フレキシブルな企業

間移動が可能（不安定型）

勤務形態 画一的な時間契約・サービス残業

概念あり

厳格な時間契約・業績成果重視

従業員の職務教育 入社後のOJTや企業負担による

教育

個人的な能力涵養・資格重視

内部組織牽制体制 トップの意向に沿ったチェック者

と政府の関与（事前チェック）や

保護

成文化した倫理綱領とコンプライ

アンス体制によるガバナンス

モティベーション 情緒性・人間関係重視・非金銭的

な面も含めた動機付け

合理性・効率性重視・金銭尺度に

よる動機付け
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しかし、CSRを株価の底上げのために行う

という動機付けを社会的行為に対する金銭的な

価値評価を忌避する傾向にある日本人の民族性

が容認できるとはとても思えない。わが国の中

には旧日本型企業モデルを全面的に否定するよ

うな動きも少なくないが、そうした拙速的対応

は日本企業の組織内にフリクションを発生させ

破綻をもたらす大きな要因になる。企業の組織

面からの構造改革はそれが本当に妥当なもので

あるのならば本来10年、20年さらにはワンジェ

ネレーション30年という時間をかけ徐々に世代

交代しながら変えていくべきものである。

米国型企業モデルでは企業内での不正を内部

的にチェックする仕組みも重視されているが、

その手段の一つとして当該企業とは独立した外

部取締役を置く方法が採られている。これは一

見有効なように見えるが企業の内部事情や専門

知識に疎い外部取締役のチェックだけでは企業

内に潜む大きな問題を見落とす公算は大きい。

高名な学者や実業家などの立派な外部取締役を

置いても米国でエンロン やワールドコムの

ような大きな不祥事件は発生している。

これらの事件の中には公正中立であるはずの

企業外部の監査法人自体が企業に買収され不正

な会計監査を行っていたことも報告されてい

る。わが国でも米国流の委員会設置型の企業体

制をとることが法的にできるようになったが、

どのような企業組織体制をとっていても外部取

締役だけによる企業内チェックでは問題が残

る。また、企業倫理を強化し、コンプライアン

スを含めたガバナンス体制を企業の内部に形式

的に整備することで株価が表面上は上がっても

実質的な統制効果には限界がある。

適正な監査機能を発揮するためには、現行の

監査法人は解散し政府の付属機関として強権を

持った独立性の高い監査機構に組織変換するこ

とである。それによって、外部監査機関と企業

との癒着や従属性が排除できる。個別企業には

監査人選択権を賦与させないほか、監査料も政

府へ納入させる形をとらせれば良い。既に述べ

た市場機能の調整･統制を図るための公的市場

監視機関設置とあわせ、米国型企業モデル内で

のフリクション解消を図る上では強目の政府機

能の介入がやはり必要となるのである。

７．わが国企業の体制変化とコーポレー

トガバナンス

今や、年功序列、終身雇用、企業別組合とい

ったキーワードによって示される戦後の旧日本

型企業経営は情緒的・非合理的要素を多分に内

包している非効率な組織体制であるとみられて

いる。東西冷戦の終焉とそれに続く高度通信社

会の到来、89年からの日米構造協議でのわが国

の価格構造・流通制度･系列取引・排他的取引

慣行とその罰則規定適用の議論、2002年の米国

企業改革法（サーベンス・オクスレー法）の成

立などが国際的な企業構造改革の流れとしてわ

が国の企業体制にも大きなインパクトを与えて

いる。

わが国では1991年以降のバブル経済の崩壊と

長期不況の中、1996年から98年にかけての金融

ビッグバン、2001年には監査役制度機能強化を

狙った商法改正などが行われた。2003年には米

国型コーポレートガバナンスに準じた委員会設

置会社および社外取締役機能強化による監督機
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（５）2001年12月、電力･天然ガスなどの仲介業者

で全米売上第６位のエンロン（Enron Corp.）が

連邦破産法第11条に基づく会社更生手続の申請

を行い事実上破綻した。グループ全体の総資産

額は５百億ドルに上るといわれ世界経済へ与え

たその影響･衝撃は甚大であった。また、そこに

はトップ経営陣の連携した不正な株価操作や売

り逃げ、さらには監査法人であるアーサー・ア

ンダーセンの不正への関与もあったとされる。
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能と執行機能の分離を趣旨とした商法改正、

2006年の商法から分離独立させた新会社法の施

行など、一連の企業法制の改革が企業内部での

企業倫理規定の整備やコンプライアンス体制確

立などのガバナンスの強化とともに行われてき

た。いずれも日本企業の米国型企業モデルヘの

シフトの動きである。

この間、従業員をはじめとした利害関係者へ

の利益を重視していたわが国企業の経営意識も

株主利益重視の米国型体制へとシフト（図表

４）してきている。さらに、大企業から中堅中

小企業に至るまで多くの企業が市場で勝ち残っ

ていくために固定費削減などの財務面や情報取

得やマーケッティング面でのメリットなどを狙

い企業規模や範囲の拡大を図る米国流の方策を

とりはじめている。その結果、2000年頃から国

内企業同志を中心としたＭ＆Ａに企業は積極的

な動きをみせている（図表５）。もっとも、
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図表４ 日本企業の「利益に対する考え方」（現在と５年前)

（備考) 内閣府（2007）「企業の新しい成長戦略に関するアンケート」により作成。

（出所) 内閣府（2007a）第２-２-19図を一部加工

図表５ 日本におけるM&A件数の推移

（資料) 蟻川靖浩・宮島英昭（2006）「M&Aの経済分析：M&Aはなぜ増加したのか」（『RIETI Discussion Paper Series06-J

-034』、独立行政法人経済産業研究所）、レコフ社Webサイトから作成。

（出所) 経済産業省（2007a）第４-４-11図
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Ｍ＆Ａは短期的には財務内容の改善やマーケッ

ティング上のメリットをもたらすが、異質の企

業組織が合体することでバーナードのいう協働

システムは一体化しても二つも三つもの意思決

定主体やリーダーシップが同じ「場」としての

組織内で独自に勝手な動きを始めたり、異なっ

た組織からきた構成員の文化の違いや人事抗争

など組織面でのフリクションが発生し、不効率

性やコミュニケーションの崩壊が醸成されてい

る事実は見落とされている。

第二次世界大戦後から1980年代までの日本企

業でも、社是とか社訓といった形で社会に対す

る企業姿勢を示していたが、それは創業者の心

意気を示すものであったり企業体としての形式

を整えるためのツールとしての要素が濃く、従

業員を厳格に縛るための道徳や倫理規定として

の意味あいは薄かった。しかし、近時において

は企業不祥事の多発や環境擁護指向の高まりを

受けて社是･社訓を置いていた企業でも、従来

の社是・社訓を見直し企業行動の倫理的側面を

成文として整えている先が増加している。そう

した先では株価に好影響を与える成文内容に変

更したり、企業に問題が発生した場合に株主や

社会に対し企業経営者として責任のある体制は

敷いていたという言い訳にもなり得る内容の文

面に変えている。世界的な大不祥事を起こした

米国のエンロンやワールドコムにも立派過ぎる

ほどに成文化された企業倫理綱領・社是・社訓

は存在していた。

現在、わが国の多くの企業では、企業倫理や

法令を守るためのコンプライアンス室を作り、

コンプライアンス要項を作って対応している先

が多い。倫理要項については一部の大学でその

研究がなされているほか、経団連などでも新し

い「企業行動憲章」を2002年10月に発表してい

る。また、国際標準化機構（ISO）では、2003

年３月に組織の社会的責任に関する規格の作成

に関する戦略諮問会議を設置し国際的な立場か

ら企業の倫理のあり方を検討してきた。しか

し、国による企業文化の違いを克服することは

難しい。民族・文化・宗教の違う各国にある企

業が共通に満足できる確固たる企業倫理の国際

統一基準を策定することが可能なことかどうか

はこれまでの本論における議論からも明らかで

あろう。

８．グローバル経済体制下で変わってき

たわが国企業の体質部分

現在進行しているグローバル経済体制という

与件の中で、わが国企業はこれから何を捨て何

を取ることが国益になるかを長期的視点から見

極めなければならない。クロスボーダー取引の

基本形態が米国型モデルに縛られることは与件

であるだけにある程度は仕方がなく、それに伴

って国内取引も間接的に従来方式からの変更を

余儀なくされることもある。しかし、一方で国

民の中に根付いてきた民族性や宗教性などを短

時間の内に変えることは困難であり、またそれ

を無理に変えようとすれば従来の社会体制や慣

習の中で生活をしてきた者の最も大切な精神的

基盤を崩壊させることも起こり得る。その結果

として大きな社会問題が発生することもある。

したがって、グローバル化の流れに伍していく

ための方策は短期的課題と中長期的課題とを峻

別した対応をしていかなければならないと思わ

れる。

わが国の労働組合組織率や労働組合員数は減

少傾向を辿っている（図表６）。企業別組合が

主流のわが国では個別民間企業の多くが労使間

の対立よりも労使間の協調の手段として労働組

合を機能させてきた面が少なくなかった。それ

だけに労働組合や組合員の減少は従業員と経営

者との意思疎通の手段を組織的に断ち切ること
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になり真の意味での労使間の対立激化と組織存

立への亀裂をもたらす要因となり得る。さらに

非正規社員であるアルバイターやパート社員の

増加はその傾向を加速させる可能性がある。

労働分配率も全ての企業規模において2000年

以降トレンド的な形での低下傾向（図表７）を

示してきており、企業利益ないし株主利益優先

の思想が浸透し始めてきたことを示唆してい

―35―

図表６ 労働組合員数、組合組織率の推移

（備考) 厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査報告」により作成。

（出所) 内閣府（2006）第３-２-７図

図表７ 労働分配率の推移

（資料) 財務省「法人企業統計調査」

（注) シャドー部分は景気後退期。

（出所) 厚生労働省（2007）第１-⑵-10図
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る。従業員軽視の姿勢は組織内での意思疎通の

欠如をもたらし、長期的には企業組織のオーナ

ーである株主に対し逆に不利益をもたらす元凶

となる可能性すらある。短期的に増益になって

もそれが長期的には不利益に繫がることがある

ことを米国型企業モデルでは充分チェックでき

ていない。

わが国の場合、年功序列や終身雇用の要素を

一挙にかつ短期間に除去しようとしてきた組織

的後遺症が既に色々な面で出始めてきており、

それが組織内部の部分的崩壊現象を発生させ、

今後日本の社会問題にまで発展する公算もあ

る。精神的疾患や中高年自殺者の増加、将来の

あるはずの若年がニートやアルバイター、ネッ

トカフェ難民として増加していることなどは雇

用面を含め日本の風土を考えずにオリジナルな

形のままの米国型企業モデル体制へと多くの企

業が急速に移行しようとしている結果だといえ

なくもない。

企業倫理は企業の利害関係者を取巻く地域性

や文化的・宗教的要素、民族性などを土台とし

て存立すべきものである。米国人が経済第一主

義、契約主義、自己ＰＲを喧伝する一方で、自

己宣伝をするような人物は下劣とされ、発言は

常に控えめにするという風潮が日本人にはあっ

た。常に自己アッピールを心掛け、自分の権利

は金銭的な具体的数字も含め正々堂々と主張す

ることが正しいという思想が浸透してきた

のは事実であるが、そうした考え方の日本国内

での定着は短期的には難しい。

企業が社会的な責任を果たすこと（CSR）

と企業の収益力向上とは切り離された概念だと

従来は考えられていたが、近年ではCSRは企

業が社会に存在していくための単なる義務とし

てではなく、企業の長期的価値創造力を高める

手段であるとの認識が広まってきた。しかし、

そこには株価によって示される企業の収益力な

いし価値（Value）はCSRと両立するのだと

いう結論が先にあり、それを後講釈している面

がある。仮に、企業収益や株価とCSRが両立

しなくなった場合にはCSRは必要ないという

結論になってしまう。米国型企業モデルがその

土台を株主主権に置き従業員などの人間（株主

以外の企業利害関係者）を企業のために存在す

るツールと位置付ける限りCSRとの両立は危

機に晒されてくるといわざるを得ない。CSR

の基本的理念はより多くの人々が豊かな気持で

生活できる経済的基盤を企業が提供することに

あるはずである。

９．おわりに

以上、縷々議論してきたが、次のような結論

を提示することで本論を締め括りたい。

①米国型企業モデルの前提である市場主義は企

業や国民に格差拡大をもたらし社会体制全体

を悪い方向へと導くものだという議論もある

が、市場そのものは競争原理実践の場として

格差を付けるという面で逆に人間や企業への

経済的インセンティブに対して有効な機能を

果たしている。ただ、格差が極端に拡大する

ことに対しては政策を含めた何らかの対応措
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（６）徳島県のある企業の一技術者が青色発光ダイ

オード発明による膨大な利益報酬を会社側に請

求した裁判を起こしたのは彼が米国の大学で教

鞭をとるようになった直後のことである。その

善し悪しは別として、人間の能力を金銭尺度で

計る傾向は日本社会の中でも一段の高まりを見

せている。自己の経済的利益のために正当な行

動をとることは当然であり、誰もそうした行動

を非難することはできない。しかし、一方で、

それによる人間的融和の世界が否定される傾向

が出てくる。米国社会ではそうしたことはない

はずであるが、少なくとも日本の一地方都市で

の人間関係は崩れ、孤立してしまう。日本の社

会には本来当然であるはずの金銭的行動に対す

る偏見が根強く残っている。
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置をとる必要がある。市場統制ルールの強

化・改革や監視機能強化などのほか、税制や

社会保障制度改革などの手段がある。

②米国型企業モデルの中では個別企業が企業倫

理やガバナンス機能を確保することの重要性

が指摘されるが、そうした体制を充実させて

いる企業にも不祥事は起こっている。このこ

とに鑑みれば、企業監査や市場ルールの設

定・修正や監視機能の中心に市場参加者であ

る企業から人的にも資金的にも完全に中立の

立場にある専門家を擁した第三者的な公的監

視機構を設置する必要がある。この基盤を確

保してはじめて個別企業のガバナンスも意味

を持つ。

③米国型を基準とした市場体制はグローバル化

した国際取引の要となるものであり、これに

準拠した市場取引体制への準備をすることは

企業として当然のことであるが、一方で企業

の内部体制全般を寸分違わず米国型へとコピ

ーすることは組織体としての企業にフリクシ

ョンを発生させ組織を崩壊させる要因を内包

させることになる。わが国にはキリスト教文

化圏にはない企業理念があり、独自の長い歴

史や民族性の中で培われてきた人間関係があ

る。旧日本型企業モデルの中に息づいてきた

そうした要素まで拙速で捨て去ることは長期

的な国益からみても損失となる。日本人の国

民性を加味した独自の組織体制を工夫・設計

することが個別企業にとっては大切なことで

あり、そのことによってグローバル化した市

場体制との間に矛盾が発生することはない。

その際、米国型企業モデルの中にビルトイン

された株主資本主義の思想は「企業は人間の

為に存在する」という考え方とは相矛盾する

ため、わが国の民族性や宗教性からみて日本

企業にはそぐわない。日本型利害関係者資本

主義の実現へ向けた組織対応への軌道修正を

すべきである。

④米国型企業モデルではエネルギー多消費型の

高成長主義をとっているが、わが国政府は高

成長時代は終わったと宣言しつつ、欧米への

キャッチアップの名残としての見せかけの成

長主義 すら未だに捨てていない。しかし、

今後はそのために成長率が低くなったりマイ

ナス成長となっても国民が精神的に満たされ

るような社会の実現に向け企業としてもイノ

ベイティーブな意識改革を図るべきであり、

国民もそれを待ち望んでいることがアンケー

ト調査結果には示されている。

（補論）C.Barnardの組織理論の概要

C. Barnardの組織理論はBarnard（1938）

に詳しいが、彼の理論体系は今日のわが国の経

済体制や企業体制を東洋的な視点から考える上

で有効だと思われる。そこで、彼の理論を発展

的に展開したH. A. Simonの理論まで含めこ

こにその概要をレビューしておく。

バーナードは対象とする組織を単に「企業組

織」に限らず、地球、国家から家族組織に至る

まで、組織としての要件を満たしていれば全て

を組織という同一線上で論ずる「組織の一般理

論」を展開している。理論は静態理論と動態理

論に分かれるが、静態理論では「組織」の定義

として一般的な組織観とは異なる見方をする。
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（７）例えば、家庭の主婦がGDPに反映すること

のない家事労働の時間を企業労働へとシフトさ

せればＧＤＰの増加要因になる上、家で食事の

支度ができず、外販されている高付加価値の加

工食品を購入したり子供の世話も保育園に委託

するなどすればさらにＧＤＰの増加に寄与する。

しかし、そのことがその主婦や家族の経済的厚

生の向上に繫がるか否かは別の問題であり、仮

に厚生面の向上をもたらさなかったとすれば、

ＧＤＰの増加は見せかけの経済成長となってし

まう。
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すなわち、その構造が目に見える「協働システ

ム」と、それが様々な力を授受し機能する

「場」としての「組織」とを峻別する。「協働シ

ステム」は、①建物・装置などの物的部分、②

生物体としての人間、③人間の精神構造まで含

めた一人格としての個人、④それらの人間が相

互に関係しあいながら動く社会的な機能で出来

ているとする。この協働システムの中で、情報

の交換、意思決定、労働意欲の喚起、昇進・昇

給など要素が組織目的と関連し合いながら大き

な複合的な流れとして「組織」空間の中を動い

ていると考える。

その空間の中にある場としての公式組織

（Formal Organization）は「特定の目的に向

けた二人以上の人の意識的に調整された活動や

諸力の体系」と定義され、それは①組織が目指

す目的、②関与する組織構成員の組織目的への

貢献意欲、③組織構成員相互間の意思疎通（コ

ミュニケーション）、の３つの要素から成り立

つとする。さらに、組織構成員には、当該組織

が企業であれば、株主、経営者、従業員はもと

より仕入先、販売先、流通業者、顧客、金融機

関、役所など利害関係にあるところは全て含め

て考えるべきことを主張する。今日的に言え

ば、ステークホルダー（Stake-holder）的な

考え方が彼の組織論の基本には既に存在してい

ることになる。組織は重層化しており一つの組

織の上や下に組織が複合的に重なり合っている

ほか、一人の人間は同時に幾つかの組織の構成

員として属している組織相互間の調整を図りな

がら動いていると見る。

新古典派経済学などが前提とする合理的な

「経済人仮説」を否定し、組織の構成員は合理

的な行動を必ずしもとるものではないことを強

調する。人間行動は合理的要素以上に非合理的

要素によって動かされている部分が多いとする

限定合理的な「全人仮説」を前提にして組織の

動態理論を展開する。企業という組織も利潤極

大化を前提して動くものではなく、その存続を

究極目的とした組織構成員の満足化基準を前提

にして slack（緩み、余裕）を伴いながら動く

ことを提示する。そして、各組織構成員の「組

織目的に対する経済的・非経済的な貢献意欲

（これをＡとする）」とその組織構成員の「組織

から受け取る経済的・非経済的な利益ないしリ

ターン（これをＢとする）」を比べ、Ａ≦Ｂの

時には組織構成員は当該組織に参加し続ける

が、逆に、Ａ＞Ｂの場合には当該組織から退

出・脱退するというのがバーナードの組織均衡

理論の骨子である。ここで、非経済的な貢献意

欲や利益の具体例として、前者では無給でのボ

ランティア活動や人命救助、組織仲間への無償

の利益供与などが挙げられようし、後者につい

ては、企業内の部長や役員への昇進による社会

的地位の向上、表彰や勲章の受賞や色々な面で

の精神的満足感の享受などがあげられよう。

この間、組織構成員に明瞭な説明・説得を

し、組織全体の調整をしていくパワーのことを

「リーダーシップ」と定義し、組織はリーダー

シップのある構成員によってリードされていく

が、組織内でリーダーシップを発揮していく上

では権限（Authority）とコミュニケーション

の有効性が関係してくる。リーダーからの命令

権限を受容するかどうかはその構成員が組織か

ら受け取るリターンの量により、無条件･無関

心に受け入れることの出来る一定の範囲（無関

心圏 “zone of indifference”）が決まっており、

これを超えた領域の権限は当該構成員によって

は受容されないという権限受容説という考え方

がとられる。
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